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外郭団体「公益財団法人横浜市資源循環公社」の第３期協約の最終評価等について 

 

 

 本市では、平成16年度から、「特定協約団体」と位置付けた外郭団体が、一定期間における主要

な経営目標を本市との「協約」として掲げ、協約期間終了時に達成状況の振り返りと次期協約への

反映等を行う「特定協約団体マネジメントサイクル」を導入しています。 

 この度、第３期協約期間が終了したことから、協約の取組状況について、外部の専門家として監

査法人による評価を実施しました。また、あわせて協約策定の前提となっている「団体ごとの経営

改革に関する方針」についても、第３期協約期間における取組状況を踏まえ、今後の課題等を整理

しましたので、その結果を御報告します。 

 今後は、評価結果等を踏まえて、新たな経営に関する方針及び協約を速やかに策定してまいりま

す。 

 

 

１ 対象団体 

（公財）横浜市資源循環公社 

 

 

２ 第３期協約の最終評価 

(1)  最終評価の方法 

   協約事項ごとの「評価指標」に基づき、達成状況の「個別評価」を行います。 

   その上で、すべての協約事項の評価結果を総合して、団体ごとの「総合評価」としています。 

 

  ア 協約事項の個別評価 

評価結果 評 価 基 準 

Ｓ 指標や取組が目標を大きく上回っている（目標数値の110％以上達成） 

Ａ 指標や取組が目標を達成している（目標数値の100％以上～110％未満） 

Ｂ 指標や取組が目標を下回っている（目標数値の90％以上～100％未満） 

Ｃ 指標や取組が目標を大きく下回っている（目標数値の90％未満） 

   

イ 総合評価 

評価結果 評 価 基 準 

優良 全協約事項がＡ評価以上 

良好 協約事項の評価でＢが２つ以下かつそれ以外がＡ以上 

要改善 協約事項の評価でＢが３つ以上またはＣが１つ以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

裏面あり 



(2)  最終評価結果の概要 

協約事項 評価結果 

協約事項１ 
リデュースの普及啓発を開始し、年間5,000人以上を対象に行

います。 
Ｓ 

協約事項２ 
地球温暖化対策についての自主企画事業を開始し、啓発事業を

年２回以上実施します。 
Ｓ 

協約事項３ 
本社経費(一般管理費)を30％以上削減します。 

※21年度比 
Ｓ 

協約事項４ 
公社全体の人件費比率を５ポイント以上低下させます。 

※21年度比 
Ａ 

協約事項５ 
市派遣職員及び市ＯＢ職員を50％以上削減します。 

※21年度比 
Ｓ 

総合評価 優良 

 

 

３ 「団体ごとの経営改革に関する方針」に係る今後の課題等の整理 

協約策定の前提となっている「団体ごとの経営改革に関する方針」について、第３期協約期

間における取組状況の確認や今後の課題等の整理を、所管局及び監査法人にて実施しました。 

 

 ・所管局が考える今後の課題 

 

・自主、自立した経営を行うために、独自事業を拡大し、収益性を高めるとともに、固有職員の

経営幹部への登用を図る必要がある。 

・公社の持続的経営、技術やノウハウの継承などの視点も踏まえ、専門的能力をもった職員の採

用を世代間バランスも踏まえて検討していく必要がある。 

・横浜市が26年度からスタートさせた「ヨコハマ３Ｒ夢プラン第２期推進計画」を公社としても

推進するため、市民・事業者への啓発方法の工夫、横浜市の取組への柔軟な対応などを行って

いく必要がある。 

 

 ・監査法人のコメント 

 

輸送事務所業務や運搬業務など民間と競合する事業（公的関与が不可欠な事業を除く）につい

て、民間事業者への移行がなされている。また、市からの派遣職員や市のＯＢ職員を削減すると

ともに、人員数自体を削減するなど、人事組織を再編成することなどにより、本社経費を大幅に

削減し財務の改善が図られている。 

しかし、横浜市からの収入が約９割であることから、公的関与が不可欠な事業については、有

効かつ効率的な方法を引き続き検討するとともに、自主事業の拡大により自立した経営を行うと

いった継続的な取組みが必要と考える。また、事業の民間への移行や横浜市からの受託事業の実

施方法等について、継続的に検討する必要がある。 

 

 

 

４ 添付資料 

 ・第３期協約最終評価 

 ・団体ごとの経営改革に関する方針に係る今後の課題等の整理 

 










